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爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底について 

 

 

標記について、厚生労働省医薬食品局総務課長、審査管理課長、監視指導・麻薬

対策課長から別紙のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。 

本年１０月、毒物劇物販売業者が、爆発物を製造しようとした者に対し、毒物及

び劇物取締法で義務づけられた書面の提出を受けることなく劇物を販売したこと

等により、同法違反容疑で検挙されました。 

今般の通知はこの事案を受けて発出されたもので、毒劇法に規定する毒物及び家

庭用劇物以外の劇物の一般消費者への販売自粛や、適切な保管管理、譲渡手続き等

の厳守、盗難時等の警察署への届けのほか、使用目的が不審もしくはあいまいであ

る者や社会通念上妥当でないおそれがあると認められる者には、販売を差し控える

とともに、当該者の不審な動向について速やかに警察に通報すること、等を求めて

います。 

あらためて、当該通知のとおり、薬局における適正な保管管理、販売等を徹底し

ていただけますよう、貴会関係会員にご周知下さるようお願い申し上げます。 

 












